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倒
産
手
続
下
の
事
業
譲
渡
と
労
働
者
の
保
護

｜
｜
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
を
中
心
と
し
て
｜
｜

小

宮

文

人

一

は
じ
め
に

欧
州
連
合
の
企
業
譲
渡
指
令
若
し
く
は
そ
の
履
行
と
し
て
制
定
さ
れ
た
加
盟
国
の
国
内
法
に
つ
い
て
、
既
に
多
く
の
紹
介
論
文
が
発
表

さ
れ
て

１
）

い
る
。
筆
者
も
拙
書
等
で
、
一
九
八
一
年
企
業
譲
渡
（
雇
用
保
護
）
規
則
（T

U
P
E o

f 1981

）
を
中
心
に
紹
介
し
て

２
）

い
る
。
イ
ギ

リ
ス
に
つ
い
て
い
え
ば
、
欧
州
連
合
の
改
正
企
業
譲
渡
指
令
（2001 /1 /23 /E

C

）
を
受
け
て
、
二
〇
〇
六
年
に
改
正
規
則
、
す
な
わ
ち
二

〇
〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
が
制
定
さ
れ
た
。

本
稿
は
、
主
に
、
こ
の
改
正
企
業
譲
渡
指
令
（2001 /1 /23 /E

C

）
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
が
、
事
業
譲
渡
に
お
け
る

労
働
契
約
及
び
雇
用
関
係
上
の
権
利
・
責
任
の
譲
渡
企
業
か
ら
譲
受
企
業
へ
の
自
動
承
継
に
関
し
、
当
該
譲
渡
企
業
が
倒
産
手
続
下
に
あ
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る
場
合
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
検
討
を
行
う
た
め
に
は
、

改
正
企
業
譲
渡
指
令
及
び
二
〇
〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
の
基
本
的
構
造
及
び
倒
産
手
続
上
の
労
働
者
の
賃
金
債
権
等
の
保
護
に
関
し
て
も
、
一

通
り
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
の
基
本
構
造
の
紹
介
に
当
た
っ
て
は
、
で
き
る
だ
け
、
わ
が
国
に
お
け
る
関

心
事
項
と
重
な
る
観
点
か
ら
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
労
働
者
が
譲
受
企
業
に
移
る
こ
と
に
反
対
す
る
場
合
ど
う
な
る
の
か
、

と
い
う
点
に
も
少
し
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
事
業
譲
渡
に
お
け
る
労
働
者
の
保
護
を
通
常
時
と
倒
産
手
続
中
途
に
分
け
、
そ
の
中
間
に
倒
産
手
続
に
関
わ
る
労

働
者
の
金
銭
債
権
の
保
護
の
制
度
の
解
説
を
入
れ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
事
業
譲
渡
及
び
倒
産
に
お
け
る
労
働
者
の
保
護
を
全
体
的
に
紹
介
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
企
業
譲
渡
の
集
団
的
な
規
制
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。
ま
た
、
不
公
正
解

雇
、
剰
員
整
理
解
雇
の
構
造
、
み
な
し
解
雇
の
法
理
等
に
つ
い
て
も
詳
述
し

３
）

な
い
。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
の
引
用
の
仕
方
に
つ
い
て
、
予
め
触
れ
て
お
き
た
い
。
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
は
、
規
則
の
形
で
制
定
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
欧
州
共
同
体
の
義
務
を
実
施
す
る
場
合
に
、
政
府
が
そ
の
都
度
法
律
を
制
定
す
る
の
で
は
な
く
、
一
九
七
二
年
欧
州
共
同

体
法
（T

h
e E

u
ro
p
ea
n C

o
m
m
u
n
ity A

ct o
f 1972;

E
u
ro
p
ea
n C

o
m
m
u
n
ity

(A
m
en
d
m
en
t)
A
ct1986 a

n
d 1993

）
に
基
づ
い

て
、
規
則
・
命
令
を
定
め
、
そ
の
規
則
・
命
令
は
法
律
と
同
一
の
効
力
を
も
つ
と
定
め
て
い
る
た
め
で
あ
り
（
同
法
二
条
）、
通
常
の
規
則

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
が
規
則
の
形
を
採
っ
て
い
る
た
め
、
規
則
一
、
規
則
二
と
い
っ
た
定
め
方
に
な
っ
て
い

る
が
、
本
稿
で
は
、
便
宜
の
た
め
、
こ
れ
を
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
一
条
、
第
二
条
と
い
う
形
で
引
用
す
る
。
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二

企
業
譲
渡
に
お
け
る
労
働
者
の
保
護

１
）
適
用
対
象
と
な
る
企
業
・
事
業
譲
渡

二
〇
〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
は
、
①
そ
の
直
前
に
存
在
し
た
（「
企
業
（u

n
d
erta

k
in
g
s

）、
事
業
（b

u
sin
ess

）
又
は
企
業
若
し
く
は
事
業
の

一
部
」
の
、
そ
の
「
経
済
的
実
体
（a

n eco
n
o
m
ic en

tity

）」
の
同
一
性
を
維
持
し
た
ま
ま
で
の
連
合
王
国
内
に
お
け
る
他
の
者
へ
の
「
譲

渡
（tra

n
sfer

）」
及
び
、
②
次
の
よ
う
な
状
態
を
意
味
す
る
「
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
変
更
（serv

ice p
ro
v
isio

n ch
a
n
g
e

）」
に
適
用
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
ⅰ

あ
る
者
（「
顧
客
」）
が
自
身
の
た
め
行
っ
て
き
た
活
動
が
停
止
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
当
該
顧
客
の
た
め
に
他
の

者
が
行
う
状
態
、
ⅱ

顧
客
の
た
め
に
受
託
者
（
委
託
を
受
け
た
者
）
が
行
っ
て
き
た
活
動
（
そ
の
活
動
を
か
つ
て
は
当
該
顧
客
が
自
身
の

た
め
に
行
っ
て
い
た
か
否
か
を
問
わ
な
い
。）
が
停
止
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
他
の
者
（「
第
二
次
受
託
者
」）
が
行
う
状
態
、
又
は
、
ⅲ

顧
客
の
た
め
に
受
託
者
又
は
第
二
次
受
託
者
が
行
っ
て
き
た
活
動
（
そ
の
活
動
を
か
つ
て
は
当
該
顧
客
が
自
身
の
た
め
に
行
っ
て
い
た
か

否
か
を
問
わ
な
い
。）
が
停
止
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
当
該
顧
客
が
自
身
の
た
め
に
行
う
状
態
。

し
か
し
、
②
の
場
合
は
、
⒜
当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
変
更
が
、
ⅰ

当
該
顧
客
の
た
め
の
活
動
の
遂
行
を
そ
の
主
要
な
目
的
と
す
る
グ
レ
ー

ト
ブ
リ
テ
ン
に
被
用
者
の
組
織
さ
れ
た
集
団
が
あ
り
、
ⅱ

当
該
顧
客
が
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
変
更
後
に
、
一
つ
の
特
定
の
短
期
的
出
来
事

又
は
課
業
に
関
す
る
も
の
以
外
の
活
動
が
、
譲
受
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
、
か
つ
⒝
当
該
活
動
が
専
ら
又
は
主
に
当
該
顧

客
の
使
用
す
る
商
品
の
供
給
で
は
な
い
、
と
い
う
条
件
を
満
足
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
①
で
い
う
「
経
済
的
実
体
」
と
は
、
経
済
活

動（
そ
れ
が
中
心
的
な
も
の
か
副
次
的
な
も
の
か
を
問
わ
な
い
。）を
遂
行
す
る
目
的
を
持
つ
組
織
化
さ
れ
た
資
源
の
集
合
を
意
味
す
る（
第

三
条
二
項
及
び
三
項
）。
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Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
は
、
上
記
の
よ
う
な
譲
渡
又
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
変
更
を
「
所
定
譲
渡
」
と
称
し
、
そ
の
当
事
者
を
「
譲
渡
人
」
及
び
「
譲

受
人
」
と
称
す
る
と
し
て
い
る
（
第
二
条
一
項
）。

２
）
雇
用
契
約
上
の
権
利
・
責
任
の
承
継

こ
う
し
た
「
所
定
譲
渡
」
は
、
労
働
者
の
権
利
義
務
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
と
こ
ろ
か
ら
、
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
は
、
当
該
譲
渡
の
前
に
「
十

分
に
時
間
を
お
い
て
（lo

n
g en

o
u
g
h b
efo

re

）」
当
該
譲
渡
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
被
用
者
（
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
被
用
者
、
移
動

は
し
な
い
が
そ
の
仕
事
が
影
響
を
受
け
る
譲
渡
人
又
は
譲
受
人
の
被
用
者
）
の
被
用
者
代
表
に
対
し
て
、
所
定
譲
渡
が
い
つ
ご
ろ
、
な
ぜ

行
な
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
法
的
、
経
済
的
、
社
会
的
意
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
使
用
者
は
ど
の
よ
う
な
措
置
を
考
え
て
い
る
か
、
譲

受
人
は
ど
の
よ
う
な
措
置
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
て
、
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
一
三
条
）。
こ

の
義
務
の
違
反
は
、
最
終
的
に
は
、
各
被
用
者
に
対
す
る
一
三
週
分
以
下
の
補
償
金
に
帰
結
す
る
。

そ
し
て
、
所
定
譲
渡
が
行
わ
れ
た
場
合
、
譲
渡
人
が
各
被
用
者
に
負
っ
て
い
る
義
務
や
責
任
は
譲
受
人
に
自
動
的
に
移
転
す
る
（
承
継

さ
れ
る
）。
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
四
条
は
、
譲
渡
人
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
、「
所
定
該
譲
渡
の
対
象
と
な
る
資
源
又
は
被
用
者
の
組
織
さ
れ
た
集
合

に
配
置
さ
れ
て
い
る
者
」（
以
下
、
対
象
被
用
者
）
と
の
雇
用
契
約
（co

n
tra
ct o

f em
p
lo
y
m
en
t

）
を
終
了
さ
せ
る
よ
う
に
機
能
せ
ず
、

当
該
契
約
は
、
譲
渡
後
に
は
、
そ
の
よ
う
に
雇
わ
れ
て
い
た
者
と
譲
受
人
と
の
間
に
あ
た
か
も
初
め
か
ら
締
結
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
な

効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
、
と
規
定
し
て
い
る（
一
項
）。
こ
の
場
合
、
対
象
被
用
者
は
、
当
該
譲
渡
の
直
前
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
及

び
七
条
一
項
の
不
公
正
解
雇
が
な
け
れ
ば
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
を
意
味
す
る
（
三
項
）。
同
条
が
譲
受
人
に
承
継
さ
れ
る
と
す
る
権
利
・
責

任
は
、
次
の
も
の
を
含
む
（
二
項
）。

①
雇
用
関
係
の
下
で
又
は
そ
れ
に
関
係
し
て
生
じ
る
被
用
者
に
関
す
る
す
べ
て
の
契
約
上
の
責
任
。
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②
差
別
、
契
約
違
反
な
ど
譲
渡
人
と
の
雇
用
期
間
に
起
因
す
る
制
定
法
上
の
請
求
。

③
契
約
上
上
積
み
さ
れ
た
剰
員
整
理
手
切
れ
金
制
度
。

④
契
約
上
の
ボ
ー
ナ
ス
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
そ
の
他
の
奨
励
手
当
制
度
。

⑤
人
身
傷
害
に
対
す
る
責
任
。

こ
の
う
ち
、
最
後
の
⑤
に
関
し
て
、
控
訴
院
は
、
一
九
六
九
年
使
用
者
責
任
（
強
制
保
険
）
法
の
適
用
対
象
と
な
る
譲
渡
人
に
不
法
行

為
法
上
の
責
任
が
あ
る
人
身
障
害
責
任
に
関
し
て
は
、
譲
受
人
は
同
法
の
適
用
対
象
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ
る
と

４
）

す
る
。
ま
た
、
老
齢
、
遺
族
及
び
廃
疾
に
関
す
る
企
業
年
金
制
度
上
の
権
利
は
、
譲
受
人
に
承
継
さ
れ
な
い（
一
〇
条
）。
た
だ
、
所
定
譲

渡
ま
で
の
企
業
年
金
の
権
利
は
、
社
会
保
障
法
及
び
年
金
信
託
制
度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
ほ
か
、
譲
受
人
は
当
該
被
用
者
の
た
め
最
低

限
度
の
年
金
拠
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

５
）

な
い
。
す
な
わ
ち
、
賃
金
の
六
％
を
限
度
と
し
て
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
（
金
融
機
関
の

運
営
す
る
低
拠
出
年
金
）
な
ど
に
拠
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
倒
産
使
用
者
の
特
定
の
債
務
が
譲
受
人
に
承
継
さ
れ
な
い
こ
と

に
つ
い
て
は
、
後
に
論
じ
る
（
八
条
）。

こ
の
よ
う
に
、
譲
渡
人
の
責
任
が
譲
受
人
に
承
継
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
一
一
条
及
び
一
二
条
は
、
譲
渡
人
が
そ
の
個
々
の

譲
渡
対
象
被
用
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義
務
及
び
責
任
を
当
該
譲
渡
完
了
二
週
間
前
ま
で
に
譲
受
人
に
書
面
で
通
知
す
る
こ
と
を
義
務

付
け
、
こ
の
違
反
に
対
し
て
は
各
被
用
者
に
つ
き
五
〇
〇
ポ
ン
ド
以
下
の
補
償
金
の
支
払
を
定
め
て
い
る
。
因
み
に
、
企
業
譲
渡
の
専
門

家
に
よ
れ
ば
、
売
手
企
業
と
買
手
企
業
の
企
業
譲
渡
交
渉
に
お
い
て
、
雇
用
関
係
に
関
す
る
最
大
の
懸
案
事
項
は
、
売
手
企
業
（
譲
渡
企

業
）
に
各
種
雇
用
差
別
等
の
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
と
さ

６
）

れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
譲
渡
契
約
書
に
明
記
さ
れ
る

が
、
譲
渡
企
業
が
倒
産
し
た
場
合
な
ど
に
は
対
処
で
き
な
い
。
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３
）
労
働
条
件
の
変
更

Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
の
下
で
、
所
定
譲
渡
に
お
い
て
、
使
用
者
が
当
該
譲
渡
に
関
連
し
て
解
雇
す
る
こ
と
及
び
労
働
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
は
、

た
と
え
被
用
者
の
同
意
を
得
た
と
し
て
も
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
被
用
者
は
、
企
業
譲
渡
指
令
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
る
権
利
を
放
棄
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。F

o
ren

in
g
en o

f A
rb
ejd
sled

ere i D
a
n
m
a
rk
 
v B

a
d
d
y
’s D

a
n
ce H

a
ll A

/S

７
）

事
件
で
、
欧
州
司
法
裁
判
所

（
以
下
、
欧
州
裁
判
所
）は
、「
企
業
の
譲
渡
自
体
は
そ
の
変
更
理
由
に
な
ら
な
い
の
で
」、
譲
渡
人
に
関
す
る
の
と
同
様
に
、
譲
受
人
に
関

し
て
も
雇
用
関
係
は
変
更
で
き
な
い
、
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
後
の
判
決
で
踏
襲
さ
れ
て

８
）

い
る
。D

a
d
d
y
’s D

a
n
ce H

a
ll

判
決
は
、

全
体
と
し
て
当
該
被
用
者
の
不
利
に
な
ら
な
い
場
合
で
も
、
変
更
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
関
係
労
働

者
は
同
指
令
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
利
を
放
棄
す
る
選
択
肢
を
有
せ
ず
、
同
意
を
し
て
も
こ
れ
ら
の
権
利
を
削
減
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
は
、
本
件
の
よ
う
に
、
労
働
者
が
そ
の
雇
用
関
係
の
変
化
か
ら
生
じ
る
不
利
益
を
補
う
た
め
に
、

新
た
な
利
益
を
得
て
、
以
前
の
状
態
に
劣
ら
な
い
状
態
に
な
る
と
い
う
事
実
と
は
関
係
が
な
い
。」
と
判
示
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
こ
の
原
則
は
貴
族
院
判
決
等
の
い
く
つ
か
の
判
決
で
確
認
さ
れ
て
き

９
）

た
が
、
二
〇
〇
一
年
の
雇
用
控
訴
審
判

所
の
判
決
は
、
当
該
譲
渡
だ
け
の
理
由
で
な
さ
れ
る
変
更
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と

10
）

し
た
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
六
年
の
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
四
条
四

項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
意
図
さ
れ
た
契
約
変
更
は
、
そ
の
変
更
の
唯
一
又
は
主
な
理
由
が
、
⒜
当
該
譲
渡
自
体
で

あ
る
か
、
又
は
⒝
労
働
力
の
変
更
を
伴
う
経
済
的
、
技
術
的
又
は
組
織
的
で
は
な
い
当
該
譲
渡
に
関
係
す
る
理
由
で
あ
る
場
合
に
は
無
効

で
あ
る
」。
反
対
に
、
労
使
は
、
⒜
そ
の
唯
一
又
は
主
な
理
由
が
、
労
働
力
の
変
更
を
伴
う
経
済
的
、
技
術
的
又
は
組
織
的
な
当
該
譲
渡
に

関
係
す
る
理
由
で
あ
る
場
合
、
又
は
⒝
当
該
譲
渡
に
関
係
な
い
理
由
で
あ
る
場
合
に
は
、
労
使
は
変
更
に
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同

条
五
項
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
がD

a
d
d
y
’s D

a
n
ce H

a
ll

判
決
に
反
し
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
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し
か
し
、
当
該
譲
渡
に
関
係
す
る
理
由
に
よ
る
変
更
は
、
そ
の
理
由
が
同
時
に
「
労
働
力
の
変
更
を
伴
う
場
合
」
に
の
み
「
経
済
的
、

技
術
的
又
は
組
織
的
な
理
由
」
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
「
労
働
力
の
変
更
」
が
、
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
こ
の
齟
齬
は
極
め
て
小
さ
い
。
す
な
わ
ち
、B

errim
a
n v D

ela
b
o
le S

la
te L

td

11
）

事
件
に
よ
れ
ば
、「
労
働
力
の
変
更
」

と
は
、
労
働
者
数
、
又
は
、
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
職
務
数
の
変
化
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
も
、
後
者
の
場
合
は
、
労
働
者
数
全
体
の
減

少
を
伴
わ
な
い
が
、
労
働
力
を
構
成
す
る
個
々
の
被
用
者
の
変
更
を
伴
う
。
事
業
革
新
技
能
省（D

ep
a
rtm

en
t o
f B
u
sin
ess,In

n
o
v
a
tio
n

&
S
k
ills

）
の
指
針
（

12
）

g
u
id
a
n
ce

）
は
、「
そ
の
文
言
（『
労
働
力
の
変
更
に
伴
う
』
と
い
う
文
言
）
の
制
定
法
上
の
定
義
は
な
い
が
、
裁

判
所
の
解
釈
は
、
そ
れ
を
雇
用
さ
れ
る
者
の
人
数
の
変
更
又
は
被
用
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
職
務
の
変
更
に
限
定
し
て
き
た
。
職
務
の

変
更
は
、
管
理
職
の
地
位
を
有
す
る
被
用
者
に
対
す
る
非
管
理
職
の
役
割
に
入
る
こ
と
又
は
秘
書
か
ら
販
売
の
地
位
に
異
動
す
る
新
た
な

要
請
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

な
お
、
変
更
が
時
の
経
過
に
よ
っ
て
当
該
譲
渡
を
理
由
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
譲
受
人
が
契
約
を
変
更
す
る
場
合
、
当
該
譲
渡

か
ら
ど
の
程
度
時
間
が
経
過
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
は
不
明
で
あ
る
。
事

業
改
革
技
能
省
の
指
針
も
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
当
該
譲
渡
と
の
関
係
が
も
は
や
効
力
が
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ

れ
る
時
が
来
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
個
々
の
事
件
の
諸
事
情
に
照
ら
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て

異
な
る
。」
結
局
、
雇
用
審
判
に
よ
っ
て
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
の
判
断
が
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

４
）
解
雇

A
譲
渡
関
連
解
雇

Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
七
条
一
項
は
、「
所
定
譲
渡
の
前
後
に
、
譲
渡
人
又
は
譲
受
人
の
被
用
者
が
解
雇
さ
れ
る
場
合
、
当
該
被
用
者
は
」不
公
正
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解
雇
に
関
し
て
は
「
そ
の
解
雇
の
唯
一
の
又
は
主
要
な
理
由
が
⒜
当
該
譲
渡
自
体
で
あ
る
か
、
又
は
⒝
労
働
力
の
変
更
を
伴
う
経
済
的
、

技
術
的
又
は
組
織
的
で
は
な
い
当
該
譲
渡
に
関
係
す
る
理
由
で
あ
る
場
合
に
は
…
…
不
公
正
に
解
雇
さ
れ
た
も
の
と
扱
わ
れ
る
」
と
規
定

し
て
い
る
。
た
だ
、
同
条
二
項
は
、
そ
の
唯
一
又
は
主
な
理
由
が
、「
労
働
力
の
変
更
を
伴
う
経
済
的
、
技
術
的
又
は
組
織
的
な
当
該
譲
渡

に
関
係
す
る
理
由
」（
以
下
、「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」）で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
一
項
の
規
定
は
適
用
さ
れ
ず
、
解
雇
は
自
動
的
に
は
不
公
正

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
定
め
る
。
そ
し
て
、
第
七
条
三
項
ｂ
号
は
、
一
九
九
六
年
雇
用
権
法（E

m
p
lo
y
m
en
t R

ig
h
ts A

ct 1996

）

第
九
八
条
二
項
ｃ
号
を
満
た
す
場
合
（
被
用
者
が
剰
員
で
あ
る
場
合
）
に
は
、
当
該
解
雇
は
剰
員
整
理
の
理
由
で
な
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ

る
旨
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
六
年
に
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
が
改
正
さ
れ
る
前
、
一
九
八
一
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
で
は
、「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」で
あ
る

場
合
に
は
、
不
公
正
解
雇
制
度
上
、「
そ
の
他
の
実
質
的
理
由
（so

m
e o

th
er su

b
sta
n
tia
l rea

so
n

）」
に
よ
る
と
み
な
さ
れ
る
旨
規
定

し
て
い
た
た
め
、
剰
員
に
該
当
す
る
被
用
者
が
剰
員
整
理
の
理
由
で
解
雇
さ
れ
た
と
主
張
し
て
、
剰
員
整
理
解
雇
手
当
を
請
求
で
き
な
い

の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
た

13
）

こ
と
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
。

B
譲
渡
人
の
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」
へ
の
依
拠

譲
受
人
が
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」
に
よ
り
、
解
雇
が
不
公
正
解
雇
に
当
た
ら
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
し

て
、
果
た
し
て
、
譲
渡
人
が
譲
受
人
の
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
近
の
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
民
事
控
訴
院
（S

co
ttish C

o
u
rt o

f S
essio

n In
n
er H

o
u
se

）
に
係
属
し
たH

y
n
d v D J A

rm
stro

n
g a
n
d O

th
ers

&
M
essrs B

ish
o
p
s,
S
o
licito

rs a
n
d O

th
ers

14
）

事
件
で
問
題
に
な
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
法
律
事
務
所
Ｍ
Ｂ
の
分
割
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
。
Ｍ
Ｂ
は
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
と
グ
ラ
ス
ゴ
ー
に
事
務
所
を
有
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
二
年
八
月
一
日
に
二
つ
に
分
割
さ
れ
た
。
Ｂ
と

な
る
こ
と
に
な
っ
た
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の
Ｍ
Ｂ
は
そ
の
新
事
務
所
の
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
を
考
え
、
そ
の
会
社
法
部
門
を
二
名
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
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一
名
の
ソ
リ
シ
タ
ー
で
構
成
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｍ
Ｂ
は
、H

y
n
d

氏
に
同
年
七
月
三
一
日
の
手
紙
で
、
そ
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー

に
お
け
る
商
事
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
ポ
ス
ト
を
な
く
し
、
営
業
閉
鎖
日
に
、
剰
員
を
理
由
と
し
て
解
雇
す
る
旨
通
知
し
た
。
翌
日
、H

y
n
d

氏
は
、
Ｍ
Ｂ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
た
ち
を
相
手
取
っ
て
、
雇
用
審
判
所
に
不
公
正
解
雇
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
審
判
所
は
、
解
雇
理
由
は
Ｍ
Ｂ

か
ら
Ｂ
へ
の
事
業
譲
渡
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
一
九
八
一
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
八
条
二
項
（
現
行
二
〇
〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
七
条
二
項
）

に
基
づ
き
、
彼
が
将
来
の
事
業
譲
渡
に
よ
る
余
剰
人
員
で
あ
る
か
ら
解
雇
は
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
人

Ｍ
Ｂ
は
、
自
動
的
不
公
正
解
雇
の
抗
弁
と
し
て
譲
受
人
Ｂ
の
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」
を
援
用
し
た
の
で
あ
る
。
審
判
所
が
こ
れ
を
認
め
た
の

に
対
し
、
民
事
控
訴
院
は
、
企
業
譲
渡
指
令
第
四
条
一
項
の
規
定
の
解
釈
を
行
い
、
同
項
は
譲
受
人
が
譲
渡
の
後
に
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」

に
よ
り
被
用
者
を
必
要
と
し
な
く
な
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
譲
渡
人
が
当
該
被
用
者
を
適
法
に
解
雇
す
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
は
な
い
と

判
示
し
た
。
同
指
令
第
四
条
一
項
に
基
づ
き
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」
で
認
め
ら
れ
る
解
雇
は
、
譲
渡
人
自
身
の
労
働
力
の
変
更
を
伴
う
も
の

で
は
な
く
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
当
該
譲
渡
後
に
譲
受
人
の
労
働
力
の
変
更
を
伴
う
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
の
当
該
譲
渡
人
に
よ
る
解
雇
に

適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

民
事
控
訴
院
は
、
一
九
八
一
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
八
条
二
項
（
現
行
二
〇
〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
七
条
二
項
）
も
同
様
に
解
釈
で
き
る
と
す
る
。

同
指
令
第
四
条
一
項
を
履
行
す
る
た
め
、
第
八
条
二
項
は
、
当
該
理
由
が
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」
で
あ
る
場
合
に
だ
け
適
用
さ
れ
た
。
そ
れ

に
続
く
「
所
定
譲
渡
の
前
後
に
、
譲
渡
人
又
は
譲
受
人
の
」
と
い
う
文
言
は
同
指
令
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
当
然
の
こ
と
を
明
示

し
た
と
い
う
解
釈
と
、
当
該
労
働
力
は
当
該
解
雇
が
譲
渡
人
に
よ
る
も
の
か
、
譲
受
人
に
よ
る
も
の
か
を
問
わ
ず
、
当
該
譲
渡
の
前
後
に
、

当
該
譲
渡
人
の
労
働
力
で
も
当
該
譲
受
人
の
労
働
力
で
も
よ
い
と
い
う
解
釈
と
が
あ
り
得
る
が
、民
事
控
訴
院
は
前
者
の
解
釈
を
採
っ
た
。

そ
の
結
果
、
譲
受
人
の
組
織
的
な
要
請
に
関
係
す
る
理
由
に
よ
る
譲
渡
前
の
譲
渡
人
に
よ
る
解
雇
は
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」
に
よ
る
解
雇
で

は
な
く
、
自
動
的
に
不
公
正
と
な
る
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
不
公
正
解
雇
の
責
任
は
自
動
的
に
譲
受
人
に
承
継
さ
れ
る
こ
と
に
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な
る
（
現
行
二
〇
〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
四
条
三
項
）。

こ
のH

y
n
d

判
決
の
解
釈
で
行
く
と
、
譲
渡
人
は
解
雇
し
な
い
で
譲
受
人
が
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
の
理
由
」
で
解
雇
す
る
と
、
自
動
的
に
は
不
公
正

解
雇
と
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
譲
受
人
は
、
今
度
は
通
常
の
一
九
九
六
年
雇
用
権
法
第
九
八
条
四
項
の
通
常
の
公
正
解
雇
基
準
を
満

足
す
る
必
要
が
あ
り
、
剰
員
の
選
抜
を
承
継
し
た
被
用
者
だ
け
か
ら
で
は
な
く
、
承
継
し
た
被
用
者
承
継
人
の
既
存
の
被
用
者
の
プ
ー
ル

か
ら
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

C
労
働
条
件
変
更
と
不
公
正
解
雇

と
こ
ろ
で
、
譲
受
人
に
よ
る
労
働
条
件
の
変
更
に
つ
い
て
い
う
と
、
仮
に
譲
受
人
が
労
働
条
件
を
当
該
雇
用
契
約
の
重
大
な
違
反（fu

n
-

d
a
m
en
ta
l b
rea

ch

）
を
構
成
す
る
よ
う
な
仕
方
で
変
更
す
る
と
す
れ
ば
、
不
公
正
解
雇
法
制
上
、
そ
れ
は
「
み
な
し
解
雇
（co

n
stru

ctiv
e

 
d
ism

issa
l

）」を
構
成
し
、
被
用
者
は
、
解
雇
さ
れ
た
も
の
と
同
様
に
、
不
公
正
解
雇
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

15
）

き
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
重
大
な
契
約
違
反
を
伴
わ
な
い
場
合
に
は
、
み
な
し
解
雇
の
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
が
問
題
と
さ
れ

た
の
は
、
一
九
八
一
年
の
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
五
条
五
項
「
被
用
者
の
不
利
益
に
な
る
よ
う
に
労
働
条
件
の
実
質
的
な
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
、

こ
れ
ら
の
規
定
と
は
関
係
な
く
生
じ
る
と
こ
ろ
の
、
予
告
な
く
雇
用
契
約
を
終
了
さ
せ
る
被
用
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
は
な
い
。」と

い
う
文
言
に
関
し
て
不
公
正
解
雇
が
争
わ
れ
たR

o
ssiter v P

en
d
ra
g
o
n

16
）

p
lc

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
譲
受
人
が
非
契

約
的
な
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
制
度
を
変
更
し
た
こ
と
に
対
し
、
被
用
者
が
不
公
正
解
雇
の
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
の
Ｔ

Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
五
条
五
項
は
、
指
令
第
四
条
二
項
の
「
被
用
者
の
不
利
益
に
な
る
よ
う
に
労
働
条
件
の
実
質
的
な
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
」
と

い
う
文
言
を
取
り
込
む
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
雇
用
控
訴
審
判
所
は
、
当
該
変
更
は
、
控
訴
院
のW

estern E
x
ca
v
a
tin
g
(E
C
C
)
L
td

判
決
の
み
な
し
解
雇
と
認
め
る
重
大
な
又
は
履
行
拒
絶
的
な
契
約
違
反
と
は
い
え
な
い
が
、
営
業
譲
渡
に
関
し
て
は
、
指
令
と
の
関
係
で
、
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み
な
し
解
雇
の
権
利
を
与
え
る
た
め
に
は
、
契
約
違
反
が
あ
っ
た
こ
と
ま
で
要
求
さ
れ
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
控
訴
院
は
、
こ
の
事
件

と
も
う
一
つ
の
事
件
の
併
合
上
訴
に
お
い
て
、
全
会
一
致
で
雇
用
控
訴
審
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
て
し
ま
っ
た
。
控
訴
院
に
よ
れ
ば
、
第

五
条
五
項
は
「
こ
れ
ら
の
規
則
と
は
関
係
な
く
生
じ
る
…
…
予
告
な
く
し
て
雇
用
契
約
を
終
了
さ
せ
い
か
な
る
権
利
も
侵
害
し
な
い
」
と

い
う
文
言
に
基
づ
き
、
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
と
は
関
係
な
く
生
じ
る
み
な
し
解
雇
を
訴
え
る
権
利
は
、
使
用
者
に
よ
る
履
行
拒
絶
的
な
契
約
違
反
に

直
面
し
た
と
き
に
被
用
者
が
辞
職
す
る
権
利
で
し
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
欧
州
裁
判
所
の
判
例
上
も
連
合
王
国
の
判
例

上
も
、
雇
用
控
訴
審
判
所
の
よ
う
な
広
い
解
釈
を
す
る
基
礎
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
判
決
に
鑑
み
て
、
政
府
は
、
二
〇
〇
六
年
の
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
で
二
つ
の
規
定
を
設
け
た
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
、
第
四
条
九
項
が
、

被
用
者
の
重
大
な
不
利
益
と
な
る
労
働
条
件
の
実
質
的
な
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
被
用
者
が
そ
の
使
用
者
の
責
任
を
理
由
と
し
て
雇
用
契

約
を
終
了
さ
せ
権
利
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
同
条
一
一
項
が
、
こ
れ
と
は
全
く
別
に
、
被
用
者
が
そ
の
使
用
者
に
よ

る
履
行
拒
絶
的
な
契
約
違
反
を
受
け
入
れ
て
予
告
な
く
雇
用
契
約
を
終
了
さ
せ
る
、
み
な
し
解
雇
の
権
利
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

５
）
被
用
者
の
選
択
肢
｜

移
動
反
対

指
令
第
三
条
一
項
の
下
で
、
雇
用
契
約
及
び
雇
用
関
係
の
承
継
は
、
企
業
譲
渡
の
日
に
生
じ
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
の
意
図
す
る
他
の
日

ま
で
延
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
承
継
は
、
こ
れ
に
反
対
す
る
被
用
者
の
権
利
に
は
服
す
る
の
で
あ
る
。N

o
rth W

a
les

 
T
ra
in
in
g a

n
d E

n
terp

rise C
o
u
n
cil L

td v A
stl

17
）

ey

に
お
い
て
、
欧
州
裁
判
所
は
、
指
令
第
三
条
一
項
に
よ
っ
て
、「
被
用
者
に
与
え

ら
れ
た
権
利
の
履
行
は
、
譲
渡
人
又
は
譲
受
人
の
同
意
に
も
又
被
用
者
代
表
ま
た
は
被
用
者
自
身
の
同
意
に
も
服
し
得
な
い
。
こ
れ
に
は
、

労
働
者
自
身
に
関
し
て
、
労
働
者
が
自
由
な
決
定
に
従
い
、
譲
渡
の
後
で
彼
ら
が
、
そ
の
新
た
な
使
用
者
と
雇
用
関
係
を
継
続
し
な
い
自

由
を
有
す
る
と
い
う
唯
一
の
留
保
を
伴
う
。」
と
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
、
欧
州
裁
判
所
は
、K

a
tsik

a
s v

18
）

K
o
n
sta
n
tin
id
is

に
お
い
て
、
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被
用
者
は
、
譲
渡
以
降
に
譲
受
人
の
た
め
に
労
働
を
継
続
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
権
利
を
有
す
る
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
反
対
の

法
的
効
果
が
ど
う
な
る
の
か
は
、
加
盟
国
の
国
内
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
現
行
の
二
〇
〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
に
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
雇
用
の
譲
渡
は
、
譲
受
人
に
雇

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に
反
対
す
る
旨
を
譲
渡
人
又
は
譲
受
人
に
知
ら
せ
る
被
用
者
の
雇
用
契
約
並
び
に
そ
れ
に
基
づ
き
又
は
関
係

す
る
権
利
、
権
限
、
義
務
又
は
責
任
を
譲
渡
す
る
効
果
を
も
た
な
い
こ
と
と
す
る
。」（
第
四
条
七
項
）ま
た
、「
第
九
項
及
び
一
一
項
に
服

し
つ
つ
、
被
用
者
が
そ
の
よ
う
に
反
対
す
る
場
合
は
、
所
定
譲
渡
は
、
譲
渡
人
と
の
雇
用
契
約
を
終
了
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
が
、
当
該

譲
渡
人
に
よ
っ
て
解
雇
さ
れ
た
も
の
と
は
扱
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。」
こ
う
し
て
、
譲
渡
人
は
免
責
さ
れ
、
譲
受
人
も
ま
た
雇
用
す
る
つ

も
り
で
あ
れ
ば
、
解
雇
訴
訟
の
責
任
を
有
さ
な
い
。
被
用
者
が
譲
受
人
の
雇
用
に
反
対
す
る
何
ら
か
の
正
当
な
理
由
、
す
な
わ
ち
、
上
記

の
被
用
者
の
重
大
な
不
利
益
に
な
る
よ
う
な
労
働
条
件
の
実
質
的
変
更
、
又
は
使
用
者
に
よ
る
履
行
拒
絶
的
な
契
約
違
反
の
被
用
者
に
よ

る
受
入
れ
か
ら
生
じ
る
み
な
し
解
雇
が
な
い
限
り
、
被
用
者
の
訴
え
に
責
任
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
。

被
用
者
の
反
対
が
あ
っ
た
と
い
え
る
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
明
示
的
な
も
の
で
な
く
て
も
よ
く
、
事
実
上
の
拒
否
で
も
よ
い
と
さ
れ
る
。

そ
の
心
理
的
な
状
態
が
譲
渡
人
又
は
譲
受
人
に
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
特
定
の
方
法
は
な
く
、
そ
う
し
た
言
動
が
あ
れ
ば
よ
い

と
さ

19
）

れ
る
。
一
般
に
、
譲
渡
に
先
立
つ
抗
議
は
、
そ
れ
が
移
転
に
同
意
す
る
こ
と
の
事
実
上
の
拒
否
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
な
い
限
り
、
反

対
と
は
扱
わ
れ
な
い
。
雇
用
控
訴
審
判
所
は
、
反
対
の
効
果
が
労
働
者
に
過
酷
な
性
格
を
有
す
る
の
で
、
反
対
し
よ
う
と
す
る
被
用
者
は
、

譲
渡
人
た
る
使
用
者
に
よ
っ
て
そ
の
効
果
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
条
件
が
付
い
て
い
な
い
の
は
不
幸
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
が

20
）

あ
る
。S

en
io
r H

ea
t T

rea
tm
en
t L

td v B
ell

21
）

事
件
は
、
雇
用
控
訴
審
判
所
が
被
用
者
の
反
対
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
す
る
こ
と
を
拒

否
し
た
事
例
で
あ
る
。
同
事
件
で
は
、
被
用
者
た
ち
は
、
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
の
譲
渡
の
み
な
ら
ず
、
再
配
置
又
は
離
職
の
パ
ッ
ケ
ッ
ジ
に
応
募
す

る
機
会
を
含
む
選
択
肢
を
与
え
ら
れ
た
。B

ell

氏
は
、
送
付
さ
れ
た
様
式
に
、
譲
受
人
会
社
に
移
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
こ
と
、
並
び
に
会
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社
が
自
分
に
支
払
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
剰
員
整
理
手
当
を
受
領
し
た
い
こ
と
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
た
。
企
業
譲
渡
が
行
な
わ
れ
、Bell

氏
は
剰
員
整
理
手
当
を
受
領
し
た
後
、
直
ち
に
譲
受
人
と
の
雇
用
を
開
始
し
た
。
雇
用
審
判
所
は
、
厳
密
に
言
っ
て
、
被
用
者
ら
は
、
制

定
法
に
従
っ
た
適
法
な
剰
員
整
理
手
当
を
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
整
理
手
当
は
、
新
た
な
使
用
者
に
移
っ
た
と
き
、
当
該
被
用

者
の
雇
用
の
継
続
を
切
断
し
な
い
と
判
示
し
た
。
譲
受
人
会
社
は
、
被
用
者
ら
が
一
九
八
一
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
五
条
Ａ
四
項
（
現
行
二
〇
〇

六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
四
条
七
項
）
の
意
味
に
お
け
る
移
動
に
反
対
し
た
の
で
、
そ
の
雇
用
の
継
続
性
が
切
断
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
等
の
雇

用
は
有
効
に
終
了
し
、
雇
用
関
係
は
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
に
移
転
し
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
み
た
。
し
か
し
、
雇
用
控
訴
審
判
所
は
こ
れ

を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
被
用
者
ら
が
譲
渡
直
後
に
効
力
を
発
す
る
譲
受
人
と
の
雇
用
契
約
に
入
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
事
実

上
、
第
四
条
七
項
の
規
定
に
従
っ
た
譲
受
人
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
こ
と
と
全
く
矛
盾
す
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

三

倒
産
に
お
け
る
賃
金
債
権
等
の
保
護

と
こ
ろ
で
、
企
業
が
倒
産
状
態
に
陥
っ
た
と
き
、
そ
の
倒
産
手
続
中
に
、
倒
産
企
業
が
そ
の
事
業
又
は
そ
の
一
部
を
他
の
企
業
に
譲
渡

す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
倒
産
に
伴
う
労
働
者
の
賃
金
債
権
等
の
保
護
及
び
保
障
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
六
年
倒
産
法
及
び
一
九
九
六

年
雇
用
権
法
に
規
定
が
置
か
れ
て
お
り
、
事
業
譲
渡
が
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
が
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
、
倒
産
に
伴
う
賃
金
債
権
等
の
保
護
に
つ
い
て
、
以
下
に
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

１
）
倒
産
法
と
優
先
弁
済

倒
産
に
伴
う
賃
金
債
権
の
優
先
弁
済
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
六
年
倒
産
法
（In

so
lv
en
cy A

ct 1986

）（
正
式
に
は
「
支
払
不
能
法
」

と
翻
訳
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
に
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
同
法
は
、
い
わ
ゆ
る
会
社
倒
産
（
強
制
清
算
、
任
意
清
算
、
更
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生
）
の
み
で
は
な
く
、
倒
産
し
て
い
な
い
会
社
の
株
主
任
意
清
算
、
倒
産
と
関
係
の
な
い
財
産
保
全
管
理
人
制
度
及
び
個
人
の
破
産
、
そ

の
他
の
債
務
免
除
・
整
理
を
包
括
的
に
規
定
し
て
い
る
。
特
に
、
財
産
保
全
管
理
人
制
度
（A

d
m
in
istra

tiv
e R

eceiv
ersh

ip

）
は
、
担

保
権
者
が
そ
の
債
務
証
書
（d

eb
en
tu
re

）
に
基
づ
い
て
管
財
人
（receiv
er

）
を
任
命
し
て
、
そ
の
担
保
物
件
の
管
理
・
処
分
に
従
事
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
担
保
物
件
が
浮
動
担
保（flo

a
tin
g ch

a
rg
e

）の
場
合
に
は
、
浮
動
担
保
管
財
人（a

d
m
in
istra

tiv
e receiv

er

）

が
任
命
さ
れ
る
。
こ
の
浮
動
担
保
管
財
人
は
、
会
社
更
生
の
た
め
に
任
命
さ
れ
る
更
生
管
財
人
（a

d
m
in
istra

to
r

）
と
同
一
の
権
限
を
与

え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
浮
動
担
保
権
者
の
債
務
証
書
の
契
約
内
容
に
抵
触
す
る
場
合
は
債
務
証
書
の
契
約
内
容
が
優
先
す
る
と
さ
れ
て

い
る
点
が
異

22
）

な
る
。

更
生
及
び
清
算
の
手
続
に
お
け
る
各
債
権
の
弁
済
順
位
は
、
必
ず
し
も
、
一
九
八
六
年
倒
産
法
に
よ
り
体
系
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
同
法
の
条
文
、
判
例
、
学
説
を
総
合
す
る
と
、
下
記
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
和
議
（v

o
lu
n
ta
ry a

rra
n
g
em
en
t

）
手

続
で
は
、
担
保
権
者
及
び
優
先
債
権
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
よ
う
な
内
容
の
和
議
提
案
は
当
該
債
権
者
の
同
意
な
く
承
認
さ
れ
な
い
（
四

条
三
項
及
び
四
項
）。
更
生
手
続
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
弁
済
順
位
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
更
生
管
財
人
が
更
生
計
画
を
策
定
す
る
場
合

を
除
き
、
資
産
配
分
を
伴
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
更
生
手
続
の
実
施
は
、
そ
れ
に
続
い
て
清
算
手
続
に
入
っ
た
場
合
の
優
先
債
権
額
の
算

定
基
準
時
で
あ
る
「
所
定
日
（th

e relev
a
n
t d
a
te

）」（
使
用
者
が
会
社
の
場
合
は
、
更
生
命
令
、
暫
定
清
算
管
財
人
の
命
令
、
清
算
命

令
又
は
任
意
清
算
決
議
日
を
意
味
す
る
）
の
決
定
に
影
響
す
る
。

弁
済
順
位

第

一

位

浮
動
担
保
管
財
人
の
報
酬
・
手
数
料
、
物
件
処
分
の
経
費
等
（
四
四
条
二
項
ｃ
号
、
四
五
条
三
項
）、
更
生
管
財
人
の
報
酬
・

手
数
料
、
物
件
処
分
の
経
費
等
（
一
九
条
四
項
か
ら
一
〇
項
）。

第

二

位

固
定
担
保
権
者
へ
の
弁
済
（
四
三
条
三
項
）。
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第

三

位

清
算
管
財
人
の
報
酬
・
手
数
料
、
物
件
処
分
の
経
費
等
（
一
一
五
条
、
一
一
六
条
、
規
則
四
・
二
一
八
）。

第

四

位

最
優
先
債
権
者
へ
の
弁
済
（
但
し
、
個
人
の
破
産
の
場
合
の
み
で
、
内
容
的
に
は
、
例
え
ば
、
徒
弟
及
び
司
法
実
務
修
習
生

に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
謝
金
又
は
指
導
料
の
払
戻
し
と
し
て
の
合
理
的
な
金
額
の
請
求
権
、
友
愛
会
の
受
託
者
の
債
権
、
葬

祭
、
遺
言
及
び
管
理
費
に
関
す
る
債
権
等
）（
三
二
八
条
六
項
）。

第

五

位

優
先
債
権
者
へ
の
弁
済
（
三
八
六
条
、
附
則
六
）。

第

六

位

浮
動
担
保
債
権
者
へ
の
弁
済
（
一
七
六
条
二
項
ｂ
号
）。

第

七

位

一
般
無
担
保
権
者
へ
の
弁
済
（
規
則
四
・
一
八
一
）。

第

八

位

一
般
無
担
保
権
者
及
び
優
先
債
権
者
の
債
権
に
つ
い
て
の
清
算
命
令
後
の
期
間
の
利
息
（
一
八
九
条
二
項
）。

第

九

位

劣
後
債
権
者
へ
の
弁
済
。

第
一
〇
位

株
主
へ
の
払
戻
し
（
割
合
は
定
款
に
よ
る
）。

２
）
賃
金
債
権
及
び
有
給
休
暇
債
権
の
優
先
弁
済

以
上
の
う
ち
、
賃
金
債
権
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
範
囲
に
関
し
て
の
み
、
第
五
位
の
優
先
債
権
と
さ
れ
、
残
り
の
部
分
は
第
七
位
の
一

般
無
担
保
権
と
し
て
弁
済
さ
れ
る
。
そ
の
一
定
の
範
囲
と
は
、
一
九
八
六
年
法
の
「
所
定
日
」
か
ら
四
か
月
分
の
賃
金
又
は
国
務
大
臣
が

そ
の
都
度
命
令
で
定
め
る
額
（
附
則
六
の
第
九
条
）、
具
体
的
に
は
、
二
〇
〇
九
年
現
在
八
〇
〇
ポ
ン
ド
（S

I 1986 /1996

）
を
超
え
な
い

額
で
あ
る
。
こ
の
対
象
と
な
る
賃
金
は
、
通
常
の
賃
金
（
賃
金
、
給
与
、
ボ
ー
ナ
ス
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
等
）
を
含
む
ほ
か
、
保
障
手
当
、

職
探
し
又
は
職
業
訓
練
タ
イ
ム
・
オ
フ
手
当
、
産
前
ケ
ア
・
タ
イ
ム
・
オ
フ
手
当
、
組
合
任
務
遂
行
タ
イ
ム
・
オ
フ
手
当
、
傷
病
休
職
手

当
、
母
性
休
職
手
当
及
び
保
護
裁

23
）

定
額
で
あ
る（
附
則
六
の
第
一
三
条
二
項
）。
こ
の
賃
金
債
権
と
は
別
に
、
有
給
休
暇
手
当
債
権
は
、
制

倒産手続下の事業譲渡と労働者の保護
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限
な
く
、
第
五
位
の
優
先
債
権
と
さ
れ
て
い
る（
附
則
六
の
第
一

24
）

四
条
）。
こ
の
た
め
、
む
し
ろ
、
有
給
休
暇
手
当
の
方
が
労
働
者
に
と
っ

て
得
ら
れ
る
額
が
多
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
既
に
発
生
し
て
い
る
有
給
休
暇
を
取
っ
て
い
な
い
場
合
の
手
当
額
に
つ

い
て
で
あ
っ
て
、
も
し
、
労
働
者
が
既
に
取
っ
て
い
る
場
合
は
、
前
記
の
未
払
賃
金
扱
い
と
な
る
た
め
、
八
〇
〇
ポ
ン
ド
の
上
限
制
限
に

服
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
の
は
、
全
国
最
低
賃
金
法
の
定
め
る
最
低
賃
金
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
額
は
、
二
二
歳
以
上
の
者
で

二
〇
〇
九
年
現
在
一
時
間
当
た
り
五

七
三
ポ
ン
ド
で
あ
る
が
、
と
て
も
こ
の
額
が
上
記
八
〇
〇
ポ
ン
ド
で
補
償
で
き
る
と
は
思
わ
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
支
払
わ
な
い
こ
と
は
、
犯
罪
を
構
成
す
る
の
で
（N

M
W
A
,
s.
31

）、
管
財
人
が
任
命
さ
れ
る
以
前
の
最
低
賃
金

の
不
払
い
で
罰
せ
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

３
）
国
民
保
険
基
金
か
ら
の
立
替
払
い

A
制
度
の
概
要

労
働
者
の
金
銭
債
権
立
替
払
い
制
度
は
、
一
九
八
六
年
倒
産
法
と
相
ま
っ
て
、
使
用
者
が
支
払
い
不
能
に
陥
っ
た
場
合
の
労
働
者
の
報

酬
の
保
護
、
と
り
わ
け
賃
金
債
権
の
支
払
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
欧
州
共
同
体
が
一
九
八
〇
年
に
企
業
倒
産
指

令
（80 /987 /E

E
C

、
現
在
は2002 /74 /E

C

）
を
採
択
し
、
イ
ギ
リ
ス
も
加
盟
国
と
し
て
、
そ
の
国
内
法
化
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
イ

ギ
リ
ス
の
制
度
は
、
こ
れ
を
履
行
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
制
度
は
、
賃
金
及
び
一
定
の
法
定
手
当
に
つ
い
て
、
国
務
大

臣
が
、
被
用
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
倒
産
使
用
者
が
被
用
者
に
負
っ
て
い
る
金
銭
債
務
を
一
定
の
範
囲
で
国
民
保
険
基
金
（N

a
tio
n
a
l

 
In
su
ra
n
ce F

u
n
d

）
か
ら
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
制
度
は
、
も
と
も
と
、
一
九
七
五
年
雇
用
保
護
法
（E

m
p
lo
y
-

m
en
t P

ro
tectio

n A
ct 1975

）
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
で
は
、
一
九
九
六
年
雇
用
権
法
第
一
八
二
条
以
下
に
規
定
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さ
れ
て
い
る
。
被
用
者
が
こ
の
賃
金
立
替
払
い
を
申
請
す
る
に
は
、
ⅰ

そ
の
使
用
者
が
倒
産
し
、
ⅱ
「
所
定
日
」に
、
当
該
被
用
者
が
立
替

払
い
制
度
の
適
用
対
象
と
な
る
金
銭
債
権
を
支
払
わ
れ
る
権
利
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
第
一
八
二
条
）。
そ
し
て
、
国
務
大
臣
が
当

該
労
働
者
に
立
替
払
い
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
被
用
者
の
金
銭
債
権
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
国
務
大
臣
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る

（
一
八
九
条
）。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
立
替
払
い
で
カ
バ
ー
で
き
な
い
未
払
賃
金
部
分
は
、
当
然
、
前
述
の
優
先
労
働
債
権
八
〇
〇
ポ
ン
ド
を

含
む
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
は
、
八
〇
〇
ポ
ン
ド
は
倒
産
手
続
上
、
別
途
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
思
わ

25
）

れ
る
。

な
お
、
こ
の
立
替
払
い
制
度
は
、
別
途
規
定
さ
れ
て
い
る
未
払
剰
員
整
理
手
当
、
法
定
母
性
手
当
及
び
企
業
年
金
拠
出
金
の
国
民
保
険

基
金
か
ら
の
支
払
制
度
の
一
環
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
金
額
の
大
き
い
剰
員
整
理
手
当
に
つ
い
て
い
え
ば
、
使
用
者
が

倒
産
し
、
そ
の
支
払
の
全
部
又
は
一
部
が
滞
っ
て
い
る
場
合
、
被
用
者
は
、
国
務
大
臣
に
当
該
手
当
の
支
払
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
第
一
六
六
条
）。

B
金
銭
債
権
立
替
払
の
要
件
と
し
て
の
「
倒
産
」

「
倒
産
（In

so
lv
en
cy

）」
と
は
、
そ
の
使
用
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
ⅰ

使
用
者
に
対
す
る
債
務
救
済
命
令
下
の
猶
予
期
間
、
ⅱ

倒
産

（b
a
n
k
ru
p
tcy

）
が
宣
言
さ
れ
、
ま
た
は
債
権
者
と
の
和
議
（a co

m
p
o
sitio

n o
r a
rra

n
g
em
en
t w

ith h
is cred

ito
rs

）
が
な
さ
れ
た

場
合
、
及
び
ⅲ

使
用
者
が
死
亡
し
、
そ
の
財
産
が
一
九
八
六
年
倒
産
法
に
基
づ
い
て
管
理
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
使
用
者
が
会
社

で
あ
る
場
合
は
、
ⅰ

清
算
命
令
（w

in
d
in
g
-u
p o

rd
er

）
又
は
任
意
清
算
決
議
（v

o
lu
n
ta
ry w

in
d
in
g
-u
p reso

lu
tio
n

）
が
な
さ
れ
た

場
合
、
ⅱ

会
社
が
更
生
状
態
に
あ
る
場
合
ⅲ

当
該
会
社
の
財
産
に
関
す
る
浮
動
担
保
管
財
人
又
は
管
理
者
が
任
命
さ
れ
、浮
動
担
保
に
よ
っ

て
保
障
さ
れ
た
債
務
証
書
を
所
持
す
る
者
の
た
め
に
、
浮
動
担
保
を
構
成
す
る
会
社
の
財
産
管
理
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
及
び
ⅳ

和
議

（v
o
lu
n
ta
ry a

rra
n
g
em
en
t

）
提
案
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
使
用
者
が
有
限
組
合
の
場
合
に
も
、
会
社
の
場
合
と
同
様
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な
規
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
ⅱ

が
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
ⅰ

が
清
算
命
令
、
更
生
命
令
、
又
は
任
意
清
算
決
議
が
な
さ
れ
た
場
合
と
規
定

さ
れ
て
い
る
（
一
九
九
六
年
雇
用
権
法
第
一
八
三
条
）。

上
述
し
た
剰
員
整
理
手
当
の
立
替
払
い
に
つ
い
て
も
、
上
記
と
ほ
ぼ
同
じ
要
件
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
（
第
一
六
六
条
）。

C
立
替
払
い
の
対
象
と
な
る
労
働
の
金
銭
債
権

立
替
払
い
の
対
象
と
な
る
労
働
者
の
金
銭
債
権
は
、
ま
ず
、
①
一
週
間
以
上
八
週
を
超
え
な
い
週
に
関
す
る
未
払
賃
金
で
あ
り
、
そ
れ

に
は
、
通
常
の
賃
金
の
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
る
。
ⅰ

保
障
手
当
、
ⅱ

職
探
し
又
は
職
業
訓
練
タ
イ
ム
・
オ
フ
手
当
、
ⅲ

産

前
ケ
ア
・
タ
イ
ム
・
オ
フ
手
当
、
ⅳ

年
金
制
度
受
託
人
タ
イ
ム
・
オ
フ
手
当
、
ⅴ

従
業
員
代
表
任
務
遂
行
タ
イ
ム
・
オ
フ
手
当
、
ⅵ

組
合

任
務
遂
行
タ
イ
ム
・
オ
フ
手
当
、
ⅶ

傷
病
休
職
手
当
及
び
ⅷ

保
護
裁
定
手
当
で
あ
る
。
ま
た
、
①
に
加
え
て
、
②
解
雇
予
告
手
当
、
③「
適

切
な
日
」
に
先
立
つ
一
二
ヶ
月
間
に
権
利
の
あ
っ
た
合
計
六
週
間
を
超
え
な
い
期
間
の
有
給
休
暇
手
当
（
休
暇
を
既
に
取
っ
て
い
る
場
合

も
と
っ
て
い
な
い
場
合
も
含
む
）、
④
不
公
正
解
雇
の
基
礎
裁
定
額
、
及
び
⑤
徒
弟
又
は
研
修
生
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
研
修
料
金
の
一
部

の
償
還
額
と
し
て
の
合
理
的
な
額
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
金
銭
債
権
が
一
定
期
間
毎
に
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
支
払
対

象
と
な
る
当
該
金
銭
債
権
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
国
務
大
臣
が
決
定
す
る
週
当
た
り
の
上
限
、
具
体
的
に
は
二
〇
〇
九
年
現
在
で
一
週
三
五
〇

ポ
ン
ド
（S

I 2008 /335

）、
一
週
よ
り
短
い
期
間
に
関
し
て
は
そ
の
比
例
額
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
第
一
八
六
条
）。

剰
員
整
理
手
当
に
つ
い
て
は
、
支
払
わ
れ
て
い
な
い
手
当
額
す
べ
て
が
立
替
払
い
対
象
と
な
る
。

D「
適
切
な
日
」
の
意
味

国
務
大
臣
は
、
被
用
者
か
ら
の
書
面
の
申
請
が
あ
り
、
使
用
者
が
倒
産
状
態
に
な
り
、
雇
用
が
終
了
し
て
お
り
、
か
つ
、「
適
切
な
日
」
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に
当
該
被
用
者
の
賃
金
の
不
払
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
立
替
払
い
を
行
う
（
第
一
八
二
条
）。「
適
切
な
日
」
と
は
、
①
剰
員
整
理
解
雇
協

議
義
務
違
反
の
保
護
裁
定
額
及
び
不
公
正
解
雇
の
補
償
金
の
基
礎
裁
定
に
関
し
て
は
、
ⅰ

当
該
使
用
者
が
倒
産
し
た
日
、
当
該
被
用
者
の

雇
用
の
終
了
日
、
又
は
ⅲ

当
該
裁
定
が
な
さ
れ
た
日
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
②
未
払
賃
金
と
有
給
休
暇
手
当
に
関
し
て
は
、
上
記
ⅰ

又

は
ⅱ

の
ど
ち
ら
か
遅
い
方
の
日
で
あ
る
（
第
一
八
五
条
）。
こ
の
場
合
、
実
際
に
は
、
被
用
者
は
、
申
請
書
の
様
式
（R

P
1

）
に
必
要
事
項

を
記
入
し
た
申
請
書
を
倒
産
管
財
人
に
送
付
し
、
当
該
管
財
人
が
そ
れ
を
剰
員
整
理
手
当
局
に
送
付
す
る
こ
と
に
な
る
（
第
一
八
七
条
）。

剰
員
整
理
手
当
に
つ
い
て
は
、
国
務
大
臣
（
実
際
に
は
、
剰
員
整
理
手
当
局
）
に
申
請
し
、
国
務
大
臣
が
被
用
者
の
権
利
の
存
在
、
使

用
者
が
倒
産
し
、
剰
員
整
理
手
当
の
全
部
又
は
一
部
が
払
わ
れ
て
い
な
い
と
の
要
件
が
満
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
納
得
す
る
場
合
、
そ
の

立
替
払
い
を
行
う（
第
一
六
七
条
）。
こ
の
場
合
、
特
に
第
一
八
七
条
の
よ
う
な
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
が
、
申
請
書
の
様
式
は
金
銭
債

権
立
替
払
い
の
場
合
と
一
緒
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
倒
産
管
財
人
を
介
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
つ
の
重
大
な
問
題
は
、
使
用
者
が
倒
産
手
続
下
に
な
い
場
合
で
あ
る
。
剰
員
整
理
手
当
は
、
当
該
使
用
者
を
相
手
取
っ
て
審
判
所
で

剰
員
整
理
手
当
を
請
求
し
、
審
判
所
が
支
払
を
命
じ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
者
が
支
払
わ
な
い
場
合
は
、
国
務
大
臣（
実
際
に
は
、

剰
員
整
理
手
当
局
）
に
申
請
す
る
こ
と
に
な
る
（
第
一
六
六
条
一
項
ａ
号
）。
し
か
し
、
金
銭
債
権
立
替
え
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
規
定
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
審
判
所
に
通
常
の
支
払
い
請
求
を
し
て
も
、
使
用
者
が
払
う
保
証
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で
、
政
府
の
ガ
イ
ダ

26
）

ン
ス
は
、「
あ
な
た
に
は
裁
判
所
に
会
社
の
清
算
申
請
を
す
る
途
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
訴
訟
制
限
期
間
三
か
月
前
ま
で
に
、
あ
な
た
は

我
々
（
剰
員
整
理
手
当
局
）
に
賃
金
債
権
立
替
払
い
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
被
用
者
た
ち
又
は
債
権
者
た
ち
と
の
共
同
で
申

請
す
れ
ば
費
用
は
安
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
あ
な
た
は
、
独
立
の
法
律
に
関
す
る
助
言（
多
分
、
あ
な
た
の
地
域
のC

itizen
s A

d
v
ice

 
B
u
rea

u

か
ら
）
得
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
会
社
を
倒
産
に
導
く
訴
訟
費
用
と
あ
な
た
の
得
ら
れ
る
金
額
と
の
比
較
が
で
き
ま

す
。」
と
書
い
て
い
る
。
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四

倒
産
手
続
中
の
事
業
譲
渡
に
お
け
る
労
働
者
の
保
護

１
）
倒
産
手
続
と
事
業
譲
渡

倒
産
状
態
に
あ
る
企
業
が
事
業
譲
渡
を
行
う
場
合
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
り
わ
け
、
会
社
存
続
を
目
的
と
す
る
会
社
更

生
の
場
合
は
、
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
清
算
手
続
に
お
い
て
も
、
倒
産
会
社
の
事
業
の
一
部
が
そ
の
同
一
性
を
維
持
し
た
ま
ま
譲
渡

さ
れ
、「
所
定
譲
渡
」の
問
題
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
欧
州
裁
判
所
は
、
強
制
清
算
の
場
合
に
は
既
得
権
指
令

の
適
用
を
拒
否
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
欧
州
裁
判
所
の
判
例
を
取
込
ん
だ
指
令
（2001 /23 /E

C

）
第
五
条
一
項
は
、「
加
盟
国
が
特
段
の
規

定
を
設
け
な
い
限
り
、
第
三
条
〔
雇
用
関
係
の
承
継
〕
及
び
第
三
条
〔
譲
渡
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
禁
止
〕
は
、
譲
渡
人
が
そ
の
資
産
の

清
算
と
い
う
観
点
か
ら
開
始
さ
れ
、
公
的
管
轄
機
関（
公
的
管
轄
機
関
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
倒
産
管
財
人（in

so
lv
en
cy p

ra
ctitio

n
er

）

を
含
む
。）の
監
督
下
に
あ
る
破
産
手
続
そ
の
他
類
似
の
倒
産
手
続
に
服
す
る
場
合
の
企
業
又
は
事
業
若
し
く
は
企
業
又
は
事
業
の
一
部
の

い
か
な
る
譲
渡
に
も
適
用
さ
れ
な
い
。」（〔

〕
カ
ッ
コ
内
筆
者
加
筆
）
と
定
め
た
。
こ
れ
に
従
っ
て
、
二
〇
〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
八
条
七

項
は
、「
第
四
条
〔
雇
用
契
約
及
び
そ
の
責
任
〕
及
び
第
七
条
〔
所
定
譲
渡
を
理
由
と
す
る
被
解
雇
者
の
解
雇
規
制
〕
は
、
譲
渡
人
が
そ
の

資
産
の
清
算
と
い
う
観
点
か
ら
開
始
さ
れ
、
倒
産
管
財
人
の
監
督
下
に
あ
る
破
産
手
続
そ
の
他
類
似
の
倒
産
手
続
に
服
す
る
場
合
の
企
業

又
は
事
業
若
し
く
は
企
業
又
は
事
業
の
一
部
の
い
か
な
る
譲
渡
に
も
適
用
さ
れ
な
い
。」（〔

〕
カ
ッ
コ
内
筆
者
加
筆
）
と
定

27
）

め
た
。
要
す

る
に
、
個
人
的
破
産
、
強
制

28
）

清
算
は
、
こ
の
規
定
か
ら
明
ら
か
に
第
四
条
及
び
第
七
条
を
適
用
除
外
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
他
の
手
続
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
政
府
の
見
解
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て

29
）

い
る
。
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①
債
権
者
に
よ
る
任
意
清
算
（C

red
ito
rs’

v
o
lu
n
ta
ry liq

u
id
a
tio
n

）

清
算
人
が
債
権
者
に
よ
る
任
意
清
算
中
の
会
社
が
営
む
事
業
を
売
却
す
る
場
合
は
、
第
四
条
及
び
第
七
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の

規
定
は
、
そ
の
債
権
者
に
よ
る
任
意
清
算
が
破
産
手
続
に
類
似
す
る
倒
産
管
財
人
の
監
督
下
の
清
算
手
続
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
り
第

八
条
七
項
に
基
づ
い
て
、
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
に
よ
る
任
意
清
算
中
の
清
算
人
に
よ
る
事
業
の
譲
渡
は
、

当
該
譲
渡
直
前
に
、
当
該
会
社
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
被
用
者
の
解
雇
を
生
ぜ
し
め
る
。
但
し
、
当
該
譲
渡
前
に
、
譲
受
人
が
彼
等

の
使
用
者
に
代
わ
る
旨
の
（
被
用
者
を
含
む
）
当
事
者
間
の
合
意
が
あ
る
場
合
は
別
で
あ
る
。

②
更
生
（A

d
m
in
istra

tio
n

）

国
務
大
臣
は
、
更
生
に
関
し
て
な
さ
れ
た
所
定
譲
渡
に
関
し
て
は
、
第
四
条
及
び
第
七
条
が
常
に
適
用
さ
れ
る
と
の
見
解
を
採
っ
て
い
る
。

国
務
大
臣
は
、
そ
う
し
た
手
続
は
第
八
条
七
項
に
は
該
当
し
な
い
と
の
見
解
を
採
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
手
続
に
適
用
さ
れ
る
こ

の
例
外
は
、
破
産
手
続
に
類
似
し
、
か
つ
、
倒
産
管
財
人
の
監
督
の
下
で
の
資
産
の
清
算
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国

務
大
臣
の
見
解
で
は
、
更
生
は
破
産
手
続
に
類
似
し
な
い
。
正
し
い
手
法
は
、
具
体
的
事
案
の
結
果
よ
り
も
手
続
の
主
な
又
は
唯
一
の
目

的
を
み
る
こ
と
で
あ
る
。
破
産
手
続
の
主
な
目
的
は
、
倒
産
債
務
者
の
自
由
財
産
（free a

ssets

）
を
確
保
し
、
費
用
と
経
費
を
控
除
し

た
後
に
、
そ
の
債
務
者
の
債
権
者
全
員
の
間
で
そ
の
利
益
を
分
配
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
更
生
の
主
な
目
的
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
第
八
条
七
項
は
、
更
生
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

③
和
議
（V

o
lu
n
ta
ry A

rra
n
g
em
en
ts

）

和
議
に
よ
る
譲
渡
は
、
更
生
に
関
し
て
述
べ
た
の
と
同
一
の
理
由
で
、
第
四
条
及
び
第
七
条
に
服
す
る
。
任
意
協
定
に
基
づ
い
て
、
債
務
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者
の
財
産
は
管
理
さ
れ
る
。
倒
産
管
財
人
の
任
務
は
単
に
そ
の
協
定
を
監
督
す
る
だ
け
で
あ
る
。

④
浮
動
財
産
保
全
管
理
（A

d
m
in
istra

tiv
e R

eceiv
ersh

ip

）

第
四
条
及
び
第
七
条
は
財
産
保
全
管
理
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
は
集
団
的
な
手
続
で
は
な
い
か
ら
破
産
手
続
に
類
似
し
て
お
ら
ず
、
し
た

が
っ
て
、
第
八
条
七
項
の
例
外
は
適
用
さ
れ
な
い
。
所
定
譲
渡
が
あ
れ
ば
、
第
四
条
及
び
第
七
条
が
適
用
さ
れ
る
。

⑤
株
主
に
よ
る
任
意
清
算
（M

em
b
ers’

v
o
lu
n
ta
ry liq

u
id
a
tio
n

）

株
主
に
よ
る
任
意
清
算
は
、
倒
産
手
続
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
定
義
上
、
支
払
能
力
あ
る
清
算
（so

lv
en
t w

in
d
in
g
-u
p

）
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
所
定
譲
渡
が
あ
れ
ば
、
第
四
条
及
び
第
七
条
が
適
用
さ
れ
、
第
八
条
は
全
く
適
用
さ
れ
な
い
。
な
お
、
こ
の
手
続
は
支
払
能
力

の
あ
る
会
社
が
事
業
の
売
却
又
は
廃
業
目
的
で
清
算
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
株
主
が
倒
産
管
財
人
か
ら
選
ん
だ
清
算
人
を
任

命
し
、
債
権
者
に
通
知
す
る
義
務
は
な
い
。
会
社
は
一
二
か
月
以
内
に
そ
の
債
務
を
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
清
算
人
は
、
こ
れ
が
不

可
能
で
あ
る
と
思
料
す
る
場
合
に
は
、
債
権
者
集
会
を
開
催
し
、
当
該
任
意
清
算
は
①
の
株
主
に
よ
る
任
意
清
算
手
続
に
換
わ
る
こ
と
に

30
）

な
る
。

⑥
そ
の
他
の
種
類
の
財
産
管
理
（O

th
er ty

p
es o

f receiv
ersh

ip
）

そ
の
他
の
種
類
の
財
産
管
理
は
倒
産
手
続
で
は
な
く
、
従
っ
て
規
則
第
八
条
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。
管
財
人
に
よ
る
所
定
譲
渡
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
第
四
条
及
び
第
七
条
に
服
す
る
。
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２
）
倒
産
手
続
に
関
す
る
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
の
緩
和
の
提
案

倒
産
手
続
下
の
事
業
譲
渡
に
よ
り
広
く
、
第
四
条
〔
雇
用
契
約
及
び
そ
の
責
任
〕
及
び
第
七
条
〔
所
定
譲
渡
を
理
由
と
す
る
被
解
雇
者

の
解
雇
規
制
〕
を
適
用
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
こ

の
よ
う
な
責
任
の
自
動
的
な
移
転
は
、
倒
産
事
業
の
購
入
を
控
え
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て

は
、
そ
の
よ
う
な
実
証
的
な
証
拠
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
売
却
に
雇
用
上
の
義
務
に
関
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
を
恐
れ
る
買
手
は
、
売
却

者
と
そ
の
補
償
を
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
に
代
え
て
、
そ
の
リ
ス
ク
を
補
償
す
る
た
め
に
価
格
引
下
げ
交
渉
す
る
な
ど
の

方
策
が
あ
る
の
で
あ
る
。D

’U
rso v E

rco
le M

a
relli E

lettro
m
ecca

n
ica G

en
era

l S
p
A

31
）

事
件
に
お
い
て
、
欧
州
裁
判
所
は
次
の
よ

う
に
述
べ
た
。

「
最
後
に
、
譲
渡
人
が
当
該
企
業
の
余
剰
被
用
者
を
雇
用
し
続
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
よ
う
な
同
指
令
の
解
釈
は
、
将
来
の
譲
受
人
が
も

し
譲
渡
さ
れ
た
企
業
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
余
剰
人
員
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
同
企
業
を
獲
得
す
る
こ
と
を
思
い
止
ま

ら
さ
れ
る
と
い
う
理
由
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
人
員
が
解
雇
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
あ
る
場
合
に
は
当
該
譲
渡
人
と
の
雇
用
関
係
の
継

続
に
よ
っ
て
享
受
し
得
た
利
益
を
失
う
と
い
う
理
由
か
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
当
該
被
用
者
た
ち
の
不
利
益
に
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
主
張
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
は
、
同
指
令
第
四
条
一
項
が
、
文
字
通
り
、
譲
渡
人
及
び
譲
受
人
に
よ
る
解

雇
の
理
由
と
し
て
譲
渡
自
体
を
用
い
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
他
方
、
同
指
令
は
『
労
働
力
の
変
更
を
伴
う
経
済
的
、
技
術
的
又
は

組
織
的
な
理
由
で
生
じ
る
解
雇
を
妨
げ
な
い
』
と
し
て
い
る
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
国
内
法
が
可
能
な
限
り
解
雇
を
避
け

る
た
め
余
剰
人
員
を
雇
う
こ
と
で
課
せ
ら
れ
る
負
担
を
解
き
又
は
排
除
す
る
効
果
を
有
す
る
譲
渡
人
に
有
利
な
規
定
を
含
め
た
場
合
、
同

指
令
は
当
該
譲
渡
の
後
に
お
い
て
も
譲
受
人
の
利
益
の
た
め
、
そ
の
規
定
の
継
続
的
な
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
付

倒産手続下の事業譲渡と労働者の保護

北研45(2・ )23 221



言
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」

３
）
倒
産
手
続
中
の
ル
ー
ル
の
緩
和

し
か
し
、
倒
産
手
続
状
態
に
あ
る
企
業
に
関
し
て
、
労
働
者
の
権
利
を
余
り
厳
格
に
保
護
す
る
こ
と
は
、
企
業
再
編
に
有
害
で
あ
る
と

の
批
判
を
受
け
て
、
指
令
（2001 /23 /E

C

）
第
五
条
は
、
加
盟
国
に
対
し
、
二
つ
の
緩
和
の
選
択
肢
を
付
与
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
一
定

の
債
務
が
移
転
し
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
、
及
び
②
企
業
の
生
き
残
り
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
雇
用
を
守
る
た
め
被
用
者
代
表
を
介

在
さ
せ
て
雇
用
契
約
の
変
更
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
い
、
二
〇
〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
も
、
以
下
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て

定
め
て
い
る
。
そ
の
前
提
要
件
は
、
当
該
倒
産
手
続
が
「
当
該
譲
渡
人
の
資
産
の
清
算
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
行
な
わ
れ
、
か
つ
、

倒
産
管
財
人
の
監
督
下
に
あ
る
」も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
は
、
こ
れ
を「
所
定
倒
産
手
続（relev

a
n
t

 
in
so
lv
en
cy p

ro
ceed

in
g
s

）」
と
称
し
て
い
る
（
第
八
条
六
項
）。
こ
う
し
た
手
続
に
該
当
す
る
例
と
し
て
は
、
上
記
の
政
府
の
見
解
に
よ

る
と
、
更
生
、
和
議
及
び
浮
動
担
保
財
産
管
理
手
続
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
こ
れ
に
留
意
し
つ
つ
、
移
転
し
な
い
債
務
及
び
許
容
さ
れ
る
雇
用
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

A
移
転
し
な
い
債
務

ま
ず
、
第
八
条
一
項
か
ら
四
項
ま
で
は
、
企
業
譲
渡
時
に
、
譲
渡
人
が
「
所
定
倒
産
手
続
」
に
服
し
て
い
る
場
合
に
は
、
使
用
者
の
倒

産
に
関
す
る
被
用
者
に
対
す
る
金
銭
債
務
の
立
替
払
い
制
度
に
関
し
て
は
、「
当
該
被
用
者
の
雇
用
が
終
了
す
る
と
い
う
限
定
的
な
条
件
を

満
た
さ
な
い
と
い
う
事
実
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
所
定
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
目
的
に
関
し
て
は
、
譲
渡
日
が
そ
の

終
了
日
と
み
な
さ
れ
、
譲
渡
人
は
そ
の
使
用
者
と
み
な
さ
れ
る
」
と
定
め
る
（
三
項
）。
ま
た
、
同
条
五
項
は
、
剰
員
整
理
手
当
の
立
替
払
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い
制
度
及
び
使
用
者
の
倒
産
に
関
す
る
立
替
払
い
制
度
に
基
づ
い
て
「
所
定
被
用
者
」
に
支
払
わ
れ
る
金
額
に
関
す
る
責
任
を
移
転
す
る

効
力
を
有
し
な
い
、
と
定
め
る
。
そ
し
て
、「
所
定
被
用
者
」は
、
そ
の
雇
用
契
約
が
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
の
効
力
に
よ
り
譲
受
人
に
移
動
し
、
あ
る

い
は
、
譲
渡
人
と
の
雇
用
が
、
当
該
譲
渡
自
体
又
は
労
働
力
の
変
更
を
伴
う
経
済
的
、
技
術
的
又
は
組
織
的
で
な
い
当
該
譲
渡
に
関
係
す

る
理
由
で
解
雇
さ
れ
、
所
定
譲
渡
前
に
終
了
す
る
当
該
譲
渡
人
の
被
用
者
で
あ
る（
二
項
）。
し
た
が
っ
て
、
明
ら
か
な
の
は
、
譲
渡
人
が

「
所
定
倒
産
手
続
」に
服
し
て
い
る
場
合
、
倒
産
に
関
し
当
該
譲
渡
人
が
労
働
者
に
対
し
て
負
う
未
払
い
金
銭
債
務
の
う
ち
国
務
大
臣
の
立

替
払
い
限
度
額
ま
で
の
部
分
は
譲
受
人
に
は
移
ら
ず
、
当
該
労
働
者
の
雇
用
が
雇
用
の
終
了
を
伴
わ
ず
譲
受
人
に
移
っ
て
も
、
譲
渡
人
の

も
と
で
終
了
し
た
も
の
と
し
て
、
被
用
者
は
国
務
大
臣
か
ら
の
未
払
い
金
銭
債
権
の
立
替
払
い
請
求
が
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
反
対

に
、
立
替
払
い
対
象
に
な
ら
な
い
金
銭
債
権
は
、
譲
受
人
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
剰
員
整
理
手
当
の
立
替
払
い
制
度

に
関
し
て
は
、
第
三
項
の
よ
う
な
「
雇
用
終
了
み
な
し
」
の
規
定
は
な
い
。
剰
員
整
理
手
当
の
場
合
、
そ
の
全
額
が
立
替
払
い
制
度
の
対

象
で
あ
る
か
ら
、
立
替
払
い
制
度
上
支
払
わ
れ
る
額
が
譲
渡
人
に
移
転
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
労
働
者
は
譲
渡
人

の
下
で
の
勤
続
に
見
合
っ
た
剰
員
整
理
手
当
額
を
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
み
な
し
規
定
が
な
い
限
り
、
雇
用
が
移
転
し
て

い
る
の
で
剰
員
整
理
手
当
を
請
求
す
る
請
求
原
因
と
し
て
の
解
雇
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

B
許
容
さ
れ
る
雇
用
契
約
の
変
更

二
〇
〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
第
九
条
一
項
は
、「
所
定
譲
渡
時
に
譲
渡
人
が
所
定
倒
産
手
続
に
服
し
て
い
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
規
則
は
譲
渡
人

又
は
譲
受
人
（
若
し
く
は
倒
産
管
財
人
）
と
対
象
被
用
者
の
適
切
な
代
表
者
が
許
容
さ
れ
る
変
更
に
合
意
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
」
と
定

め
る
。
そ
し
て
、「
適
切
な
代
表
者
」
と
は
、「
独
立
の
労
働
組
合
が
そ
の
使
用
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
種
類
の
被
用
者
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
労
働
組
合
の
代
表
者
」、
さ
も
な
け
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
代
表
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
第
九
条
に
基
づ
く
契
約
変
更
手

倒産手続下の事業譲渡と労働者の保護
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続
以
外
の
目
的
で
、
対
象
被
用
者
た
ち
に
よ
っ
て
指
名
又
は
選
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
対
象
被
用
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
雇
用
契
約
の
許
容
さ

れ
る
変
更
に
同
意
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
た
被
用
者
代
表
者
、
若
し
く
は
、
②
第
一
四
条
（
第
一
三
条
の
情
報
・
協
議
の
被
用
者
代
表
選

挙
に
関
す
る
）
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
同
一
の
要
件
を
満
足
す
る
選
挙
に
お
い
て
、
第
九
条
の
変
更
交
渉
と
い
う
特
別
の
目
的
の
た
め
に

対
象
被
用
者
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
被
用
者
代
表
者
。

被
用
者
代
表
が
非
組
合
代
表
で
あ
る
場
合
は
、
許
容
さ
れ
る
変
更
を
定
め
る
合
意
は
、
文
書
化
さ
れ
、
合
意
を
な
し
た
代
表
者
た
ち
各

人
、
ま
た
は
、
そ
れ
が
合
理
的
に
み
て
不
可
能
な
と
き
に
は
、
し
か
る
べ
き
権
限
を
与
え
ら
れ
た
当
該
代
表
者
の
代
理
人
に
よ
り
署
名
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
使
用
者
は
、
当
該
合
意
が
書
名
に
回
さ
れ
る
前
に
、
そ
れ
が
発
効
す
る
日
に
適
用
さ
れ
る
す
べ
て
の

被
用
者
に
対
し
て
、
そ
の
合
意
の
写
し
及
び
そ
れ
を
完
全
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
五
項
）。

「
許
容
さ
れ
る
変
更
」と
は
、
①
そ
の
唯
一
ま
た
は
主
な
目
的
が
所
定
譲
渡
自
体
又
は
労
働
力
の
変
更
を
伴
う
経
済
的
、
技
術
的
又
は
組

織
的
な
理
由
で
は
な
い
所
定
譲
渡
に
関
す
る
理
由
で
あ
り
、
か
つ
、
②
所
定
譲
渡
に
服
す
る
企
業
、
事
業
若
し
く
は
企
業
又
は
事
業
の
一

部
の
生
き
残
り
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
用
機
会
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
対
象
被
用
者
の
雇
用
契
約
の
変
更
を
い
う
。
こ

の
「
許
容
さ
れ
る
変
更
」
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
変
更
が
な
さ
れ
る
の
か
、
と
り
わ
け
、
非
組
合
員
代
表
の
場
合
が
懸
念

さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
事
例
は
今
の
と
こ
ろ
公
に
さ
れ
て
い

32
）

な
い
。
な
お
、
こ
の
「
許
容
さ
れ
る
変
更
」
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
変
更
は
、

変
更
の
法
的
効
果
を
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
個
々
の
被
用
者
は
、
そ
の
雇
用
契
約
に
基
づ
き
、
従
来
ど
お
り
の
労
働
条
件
を
主
張
で
き
る

こ
と
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

五

お
わ
り
に

以
上
、
譲
渡
企
業
が
倒
産
手
続
下
に
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
の
改
正
企
業
譲
渡
指
令
（2001 /1 /23 /E

C

）
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
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〇
六
年
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
が
、
労
働
契
約
及
び
雇
用
関
係
上
の
責
任
の
譲
渡
企
業
か
ら
譲
受
企
業
へ
の
自
動
移
転
（
承
継
）
に
関
し
、
ど
の
よ
う

な
工
夫
を
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
し
か
し
、
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
の
基
本
構
造
や
倒
産
手
続
の
概
要
を
解
説
す
る
こ
と
に
ス
ペ
ー
ス

を
取
り
過
ぎ
て
し
ま
い
、
肝
心
の
倒
産
手
続
下
に
お
け
る
法
制
上
の
工
夫
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
に
論
じ
切
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
反

省
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
具
体
的
事
例
が
文
献
上
明
ら
か
に
さ
れ
て

お
ら
ず
、
今
後
の
研
究
に
待
つ
し
か
な
い
状
況
に
あ
る
。
企
業
譲
渡
に
伴
う
労
働
契
約
及
び
雇
用
責
任
の
譲
受
人
へ
の
自
動
移
転
の
問
題

は
、
企
業
の
利
益
と
労
働
者
の
利
益
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
と
い
う
労
働
法
の
究
極
的
な
課
題
で
あ
る
。
実
務
上
の
視
点
を
も
踏
ま

え
て
、
今
後
と
も
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
。

付
記：

本
稿
は
、
平
成
二
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
礎
研
究
⒞
）
の
支
給
に
係
る
「
企
業
再
編
を
考
慮
し
た
雇
用
終
了
に
関
す
る

使
用
者
の
雇
用
・
賠
償
責
任
の
比
較
法
的
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

注（
１
）

比
較
的
最
近
の
論
文
だ
け
で
も
、
春
田
吉
備
彦
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
企
業
再
編
と
労
働
法
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
一
〇
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
八
七
頁

以
下
、
水
野
圭
子
「
フ
ラ
ン
ス
・
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
企
業
組
織
変
動
と
労
働
契
約
の
承
継
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
一
〇
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
六
九
頁
以

下
、
同
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
企
業
組
織
変
動
｜

欧
州
司
法
裁
判
所
判
決
に
み
る
経
済
的
一
体
の
発
展
」
季
労
二
二
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
五
頁
以
下
、

高
橋
賢
司
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
業
承
継
と
企
業
再
編
法
」
季
労
同
号
八
二
頁
以
下
、
長
谷
川
聡
「
企
業
譲
渡
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
保
護
制
度
」

季
労
同
号
六
六
頁
以
下
等
が
あ
る
。

（
２
）

小
宮
文
人
『
現
代
イ
ギ
リ
ス
雇
用
法
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
四
八
頁
｜
二
五
七
頁
及
び
「
イ
ギ
リ
ス
の
Ｔ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
と
官
民
競
争
入
札
制
度
」
地
方

公
務
員
月
報
五
一
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
頁
以
下
。

（
３
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
書
『
現
代
イ
ギ
リ
ス
雇
用
法
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
二
六
頁
以
下
を
参
照
し
て
い
た
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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（
４
）

B
ern

a
d
o
n
e v

.
P
a
ll M

a
ll S

erv
ices G

ro
u
p

﹇2000

﹈3 A
ll E

R
 
544.

（
５
）

P
en
sio
n A

ct 2004,
ss.

257 a
n
d 258.

（
６
）

二
〇
〇
九
年
七
月
一
七
日
に
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル
の
法
律
事
務
所
で
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
営
業
譲
渡
法
の
専
門
家Jo

h
n
 
M
cM

u
llen

事
務

弁
護
士
・
リ
ー
ズ
大
学
教
授
の
回
答
で
あ
る
。

（
７
）
﹇1988

﹈IR
L
R
 
351

(E
C
J).

（
８
）

R
a
sk a

n
d C

h
risten

sen v IS
S K

a
n
tin
eserv

ce A
/S

﹇1993

﹈IR
L
R
 
133

(E
C
J);

M
a
rtin v S

o
u
th B

a
n
k
 
U
n
iv
ersity

﹇2004

﹈IR
L
R
 
74

(E
C
J);

B
o
o
r,
n
ee D

ela
h
a
y
e v M

in
istre d

e la F
o
n
ctio

n P
u
b
liq
u
e et d

e la R
efo

rm
e A

d
m
in
istra

tiv
e

﹇2005

﹈IR
L
R
 
61
(E
C
J).

（
９
）

W
ilso

n v S
t H

elen
s B

o
ro
u
g
h C

o
u
n
cil

﹇1998

﹈IR
L
R
 
706

(H
L
);
C
red

it S
u
isse F

irst B
o
sto
n
(E
u
ro
p
e)
L
td v L

ister

﹇1998

﹈IR
L
R

 
700

(C
A
)

な
ど
）

（
10
）

R
a
lto
n v H

a
v
erin

g C
o
lleg

e o
f F

u
rth
er a

n
d H

ig
h
er E

d
u
ca
tio
n

﹇2001

﹈IR
L
R
 
738

(E
A
T
).

（
11
）
﹇1985

﹈IC
R
 
546

(E
A
T
).

（
12
）

D
ep
a
rtm

en
t fo

r B
u
sin
ess In

n
o
v
a
tio
n
&

S
k
ills,

’A
 
g
u
id
e
 
to
 
th
e
 
2006

 
T
U
P
E
 
R
eg
u
la
tio
n
s fo

r em
p
lo
y
ees,

em
p
lo
y
ers a

n
d

 
rep

resen
ta
tiv
es
(2009),

p
.
14.

因
み
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
雇
用
関
係
管
轄
官
庁
は
、
長
期
に
わ
た
り
貿
易
産
業
省
（
Ｄ
Ｔ
Ｉ
）
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
、
二

〇
〇
九
年
に
事
業
企
業
調
整
改
革
省
（
Ｂ
Ｅ
Ｒ
Ｒ
）
と
革
新
大
学
技
能
省
（
Ｄ
Ｉ
Ｕ
Ｓ
）
が
統
合
さ
れ
て
事
業
革
新
技
能
省
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
13
）

C
a
n
n
in
g v N

ia
z
&
M
cL
o
u
g
h
lin

﹇1983
﹈IR

L
R
 
431

(E
A
T
).

（
14
）
﹇2007

﹈IR
L
R
 
338

(C
S
IH
).

（
15
）

W
estern E

x
ca
v
a
tin
g
(E
C
C
)
L
td v S

h
a
rp

﹇1978
﹈QB

 
716

(C
A
).

（
16
）
﹇2002

﹈IR
L
R
L
 
248

(C
A
).

（
17
）
﹇2005

﹈IR
L
R
 
649

(E
C
J).

（
18
）
﹇1992

﹈EC
R
 
1-6557

(E
C
J).

（
19
）

H
a
y v G

eo
rg
e H

a
n
so
n
(B
u
ild
in
g C

o
n
tra
cto

rs)
L
td

﹇1996

﹈IR
L
R
 
427

(E
A
T
).

（
20
）

L
a
d
ies H

ea
lth a

n
d F

itn
ess C

lu
b v E

a
stm

o
n
d
(E
A
T
/0094 /03).

（
21
）
﹇1997

﹈IR
L
R
 
614

(E
A
T
).

（
22
）

こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
田
作
朋
雄
『
イ
ギ
リ
ス
の
ワ
ー
ク
ア
ウ
ト
』（
近
代
文
芸
社
、
一
九
九
八
年
）
九
五
頁
以
下
参
照
。
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（
23
）

保
護
裁
定
額
と
は
、
使
用
者
が
集
団
的
剰
員
整
理
解
雇
を
行
お
う
と
す
る
場
合
、
事
前
に
被
用
者
代
表
者
に
通
知
し
、
協
議
す
る
義
務
に
違
反
し
た
場
合

に
、
使
用
者
が
各
被
用
者
に
支
払
う
こ
と
を
義
務
付
け
る
裁
定
額
で
あ
る
。

（
24
）

な
お
、
筆
者
は
、
拙
書『
現
代
イ
ギ
リ
ス
雇
用
法
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）二
六
五
頁
で
こ
の
区
別
を
し
な
か
っ
た
。
誤
り
で
あ
る
の
で
訂
正
し
た
い
。

（
25
）

立
替
払
い
を
し
た
国
が
こ
の
優
先
債
権
分
を
取
得
す
れ
ば
、
そ
の
分
は
国
が
優
先
債
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
本
文
の
よ
う
に
い
え
る
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
も
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
二
〇
〇
九
年
八
月
一
八
日
に
倒
産
管
財
人
協
会
で
行
っ
た
倒
産
管
財
人M

r.
D
.K
err

及
びM

s.A
.

G
ill

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
こ
の
点
が
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
。

（
26
）

T
h
e In

so
lv
en
cy S

erv
ice,

R
ed
u
n
d
a
n
cy a

n
d In

so
lv
en
cy
:
A
 
G
u
id
e fo

r E
m
p
lo
y
ees

(2009),
p
a
ra
.
34.

（
27
）

な
お
、
用
語
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、「
倒
産
管
財
人
」は
、
清
算
人
、
更
生
管
財
人
、
浮
動
担
保
管
財
人
等
の
職
務
を
行
う
資
格
を
国
務
大
臣
又
は
公
認

職
業
団
体
か
ら
付
与
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
通
常
は
、
会
計
士
又
は
事
務
弁
護
士
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い（T

h
e In

so
lv
en
cy S

erv
ice,A

 
G
u
id
e

 
F
o
r D

irecto
rs:

T
o C

o
m
p
u
lso
ry L

iq
u
id
a
tio
n
,
p
.
5
(2008)

）。

（
28
）

強
制
清
算
手
続
の
初
期
段
階
は
、
倒
産
管
財
人
で
は
な
く
、
国
務
大
臣
が
任
命
し
、
裁
判
所
に
配
属
さ
れ
て
い
る
係
官
で
あ
る
公
的
管
財
人
（O

fficia
l

 
receiv

er

）
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
29
）

w
w
w
.b
err.g

o
v
.u
k
/files /file30031.p

d
f.

（
30
）

T
h
e In

so
lv
en
cy S

erv
ice,

o
p
.
cit.

p
.
15.

（
31
）
﹇1991

﹈EC
R
 
1-4105

(E
C
J).

（
32
）

前
記
注
（
６
）
のM

cM
u
llen

教
授
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
及
び
前
記
注
（
27
）
の
倒
産
管
財
人M

s.
A
.
G
ill

及
びM

r.D
.K
ern

両
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
お
い
て
も
、
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

倒産手続下の事業譲渡と労働者の保護
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